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ポ ュ 一 ム = バ ヴ ェ ル ク 「第 '利 子 論 草 稿 」(1876) 

に お け る 利 用 説 批 判 の 基 本 思 想

塘 茂 樹
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序

最近，ボエーム=バ ヴ ル ク （Eugen von B5hm-Bawerk (ISSレI S H ) )の未公表の草稿が，岡山

大学のA 木紀一郎氏によって，ザルツプルク大学のハイエク文® から発見され，1983年 3月一橋大
(1)

学社会科学古典資料センターのStudy Series No. 3 において公表された。それは，ボューム=バ 

ヴエルク力;，25歳の時，ハイデルベルク大学のクニース（Knies, Karl Gustav Adolf (IS2レ1S98)) 

のゼミナールで報告するために執筆した草稿である。この草稿の発見と公表により，（1)ボューム= 

バヴ :n ルクの初期の基本思想と研究関心の一部と(2)オーストリア学派のr胎動期」ないし「生成期J 

ないし「空白時代」〔林治一(1971)P. 3 )における亀裂の一部が，新たに明らかとなった。

従来，同草稿が，癸見され公表される以前のボ：n —ム=バゲエルク研究は，メンガーからの財論 

と主観価値論の継承という側面に視点を定め，メンガーへの従属関係をオーストリア学派生成期の

5主（1 ) 第一利子論草稿自体の概要とA木紀一郎氏による再発見と公刊については，彼自身のIntroduction (Study Ser

ies No. 3 ひ983))を参照せよ。また，本稿では，このページとともに引用がなされる。原文のバラグラフを示すた 

めに，（P.数：アルファべット）と記入する。「数」は，一橋大学社会科学古典資料センター，Study Series No. 3 

(19ぬ年3月）のページ数をあらわし，「アルファぺット」は，そのページのバラグラフの順列をあらわす。

同草稿について，ボエーム=バヴエルクは，既に公刊された著作のな力、で言及している。例えば，r歴史と批判J 

第一版S.253第二版S.258第三版S.260第四版S.191を参照せよ。なお各版のテクストおよびページ数の照合 

は，同センターのメンガデ文庫のものを禾!I用した。
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基本的特徴と認めたから，その従属ないし継承点の追及に論点が胶られてきた。また利用説批判に
(3 )

ついての研究も不十分のままに残されてきた。しかし，この研究方向と対照的に，彼の初期の学説

形成を理解する上で欠かすことのできぬ要素が，この草稿から明らかとなった。それらは，いうま

でもなく利子学説に関連している。従って，以^ この草稿を「第一利子論草稿」と呼ぶことにし，

(1)と(2)を具体的に明らかにすることを通じて，この草稿自体の学説史上の一つの評価へのきっかけ
(4 )

を与えることが本稿の目的である。

その際，ボエーム=バヴ:Cルクのその後の主要著作，1881年の r国民経済的財論の立場からみた
(5 )

諸権利及び関係」（「権利関係論」と略称)，1884年 「資本利子論の磨史と批判」（「歴史と批判」と略称)， 

1889年 「資本の実証理論J C 実証理論」と略称）との関連といった通時的観点に立つならば，ボニー 

ム = バ ヴ エ ル ク に よ っ て な さ れた利用説批判の基本思想と関淳させて評価する ことが，有効な手掛 

りとなる。

貨幣の一時的利用（使用）に対する対価が利子である， と説明する利用説とは，歴史的説得性を

持って，古代ローマ法以来，人々に受け継がれてきた学説であった。それは，たとえば，ラテン語

の 「ウーズラ（usura,利息，高利)」が 「使用（USUS)」と関連した用語であり，利子ないし高利

(usury)がこ の語と密接に関連することにも見出される。また，ロ ッ ク （Locke, John(1632-1704))

力' ; , 禾IJ子を r貨幣の使用 （use of money)」と同等に語っていることは，すでにケインズによって 
C6)

指摘されたことであった。しかし，これは，18世紀以前の利用説であり，19世紀の利用説は，この 

貨幣利子に留まらず，実物資本をも含めた資本一般の利子（資本利子）の說明を意図するものであ 

った。つまり，資本利子とは，資本を一定期間利用（支配）させること（権利）に対する対価である， 

と說明するめか，19世紀以降の利用説であった。そしてこの説を唱えたヘルマン（Hermann, Fried

rich Benedict Wilhelm(1795-1868)),ク ニ ー ス ， そして メ ンガー（Menger, Ca'rl (ISAO-igSl))等，

25人が’ ボエーム= バヴエルクによってr歴史と批判」の第A 章 「利用説（Nuteungstheorie)」とそ 

の第二，第三版の付録（1900, 1914)で公式に批判されたのである。

「歴史と批判」における利用説批判は，二つのテーゼに分けられている。第一に，純利子のモ払

「三田学会雑誌」77巻5号 （1984年I2月）
( 2 )

注 （2 ) 例えば，林洽一氏（1966)と（1971)を参照せよ。

( 3 ) 最近では，わずかに上宮正一郎氏が（1976) pp. 88-90で利用説批半(Iの基本思想に言及しているにすぎない。そも 

そも，神戸大学国民経済^1誌の創刊者である津村秀松(1876-1940)力' ; ,その大著「国民経済学原論」でNutzungs. 

theorieを 「有用説」と呼び，注でのみ言及したにすぎなかったことは，その後の利用説とその批判に関する研究上 

の扱いを象徴していたといえる。（大正3年版，pp. 522-524)

( 4 ) 本稿は，1984年1 月31日に慶応義塾大学経済学会に提出された修士号請求論文の一部に加筆して完成された。同草 

稿を出版と同時に御持ちいただいた杉山忠平教授をはじめとし同論文作成の課程で指導教授である神谷傳造15̂ , 授 

業その他を通じて飯田裕康教授から貴重なコメントをいただき大いに参考となりました。また同じ大学院の大友敏明， 

的場昭弘〔現在，一橋大学社会科学古典資料センター）両先輩，奥田敬，池田幸弘両君から助言と助力を得たことを 

感謝します。

( 5 ) 「権利関係論」の引用は，Weiss ed .(1924).からなされる。

C 6 ' ) 「一般理論」P. 343.
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, ボエーム=バヴエルク「第一利子論草稿」（1876)における利用説批判の基本思想 

対象となるような純利用が，資本自体から独立して存在しない，従って，存在しないものをあたか

も存在すると主張すること自体，誤りであり，利子現象の科学的な説明とはいいがたい，という批
(7)
判，第二に，たとえ，利用說論者が主張するような純利用なるものが存在すると仮定したところで, 

利子現象の本質の満足いく説明には至らない反例を示すという批判である。

この利用説批判の基本思想の第一のテーゼの一部が，すでに8年前の第一利子論草稿で誕生して 

いることを確認できるという意味で，同草稿の評価の際に，利用説批判の基本思想と係わらせるこ 

とが，有効なのである。それは，教会法学者の利子禁止論の再吟味を手始めとしてチュルゴの貸借 

利子擁護論を吟味する過程で形成された。そしてクニースとメンガーの利子学説もこの利用說に含 

まれることを自覚し，暗黙のうちに第一利子論草稿でそれらに対する批判をも展開しているのであ 

る。それと同時に，チュルゴの利子学説の吟味は，ボューム-バヴエルク自身の積極的学説への端 

緒となった。消費貸借 (Darlehen) という法学上の概念を賃貸借と本質的に区別し，経済学的に意 

味のある概念として規定し直す契機と，「時差説」の誕生の契機とが与えられた。 以下で具体的に 

明らかにしよう。

n 教会法学者の利子蓉止論の吟味

第一利子論草稿著述の契機となったドイツ窗学（1876-7) は，ボエーム=バヴエルクが資本利子論

を構築する上で重要な認識と研究課題を彼に提供した。とりわけ，クニースの「信用論」第一分冊
(10)

(18ァ6)の第W享 「利息，第一に，立法対象として」とイェナ大学のエンデマンの「教会法学者の学

i主 （マ) r I .利用説論者によって仮定されるような性質の独立したr資本利用」は存在しなし、こと，それゆえ，資本利用が， 

独立した価値は持ち得ないこと，そして剰余価値現象を引き起すのは，資本利用が付け加われろことによってではな 

い。資本利用の仮定は，かえって許し難い，現実に矛盾する擬制の産物にすぎない。」（「歴史と批判」第一版S.MO, 

第二版S.264,第三版S.266.第四版S.196)

( 8 ) 「n . もし利用説論者に,よって仮定された状態で資本利用が存在したとしても，資本利用によって実際の利子現象 

は，なおも相変らず，満足に説明されないだろう。ゆえに，禾(I用説は，現実に矛盾した仮説，しかも，同時に説明目 

的の達成にとって不十分な仮説に基付いている。」（「歴史と批判」第一版S.260,第二版S.265,第三版S.267, 第 

四版S.196)このように論IEテーゼを明確に提示して批判を展開していること自体，利用説批判の完成度を物語って 

いたといえよう。というのもその他の学説批判の章は，その限りではないからである。

( 9 ) 従来，法律学において，ドイツ語の「Darlehen」は，「消費貸借」と邦訳されてきた。（山田あきら編（1981),三 

猪信三（1935) P . 156, P . 10,等）従って，ヴィーン大学で，法律学と国家学を修め，かつ，第一利子論草稿を執 

筆する一年前の1875年に，法学博士号を得たボエーム=バヴエルクが，「Darlehen」と表記している場合，それに

「貸付」ではなく「消費貸借J という法律学の邦訳術語を当てることは，当然，正当化されよう'。だが，本論で明ら 

かになるように，決して，ボ：一ム=バヴ：ルク力' ; ,法律学の「消費貸借」概念規定をクニースのように，安易に， 

ただちに，経済学に持ちi i もうと意図したのではなかった点に注意しなければならない。

(1のクニースの「信用論」第一分冊第vn章 「利息，第一に，立法対象として」の目次細目は，

ローマの利息法

中世に於ける利息無止：新約聖書の章句に関する誤解：何も望まず貸し与えよ 

新時代の利息税 

高利概念の変遷
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r三田学 会 誌 」77卷 5 号 （1984年I2月）

〔11) (12)
説の国民経済学原理」〔1863)は，共に第一利子論草稿で引用されており，ボエーム=バヴエルクに,

利子現象の麼史的必然性の認識を与え，教会法学者の利子禁止論の知識を提供した。利子現象の歴

史的必然性とは，最古の成文法たるハムラビ法典，古代ローマ法（12表法，ゲヌキア法等々 ）を初め

とし人類のあらゆる法典（マヌ法典，コーラン等々 ）に利子率の規制に関する条項が'あることからそ
(13)

の存在が裏付けられる特性である。この経済の特性を認識するだけで終わらなかった点にボエーム 

= バヴエルクのその後の発展が，秘められていた。すなわち，彼は，こめ特性こそ単純な経済原理 

で説明されるべきものと考えたのであった。いいかえるならば，その特性自体の存在根拠を追及し 

ようと意図しなかったならば，法学徒の彼が経済学を志すこともなかったであろうし，その後の彼

利息制限並びに高利刑罰の廃棄のための立法 

ドイツの法律

その法律と，労働賃金及び, 給を債務として拘g し差押るための法律との関係 

同じくその法律と，営利団体及び経済団体をめぐる法律との関係 

利息法に関する現代の諸理論

北ドイツ連邦の帝国議会における社会政治団体の代行

プル一ドンが，現代社会の義務として無償の信用を要求していること。

である。（同* ,  S.X)

注 （1 1 )ユンデマンの「教会法学者の学説の国民経済学原理」の内容概観は，

第一節序文

第二節高利法の外面上の発展

第三節高利法の基礎 •

第四節高利禁止の範囲

第五節個々の業務にせすろ帰結のより詳細なる叙述

第六節例外的資本運用（Capitalverwertung) とりわけ商取引における場合 

第七節いくつかの特別業務形態 

第A節貨幣

第九節価格および価格規定 

第十節取引の価格に対する関係 

第十一節価格概念使用価値および交換価値 

第十二節信用および信用保護 

.第十三節資本

第十四節# 物，とりわけ土地 .

第十五節労働 

第十六節唯一の労働分野

第十七節財の分配 ,

第十A 節結語

(12) 第一利子論草稿における引用文献リスト

アリストテレ;^「政タ学 I 10」( p .18 : d)

チュルゴr貨幣の貸付に関する覚書」（P.16 ： e)r富の形成と分配に関する諸考察」（P . 17 : a X デ-ル版1844) 

ウィリアム . ユンデマン（1863) r教会法学者の学説の国民経済原理」（P . 17 : e)

カール. メンガ一〔1871) 「国民経済学原理」（P .  32 : a ) 以下「原理」と略称。

クニース（1876 )「信用論」第一分 冊 （P. 2 1 ; d )

(13) 「歴史的」とは，歴史の# 実として，という意味であり，例えば，マルクス経済学において語られる「歴史的力テ 

ゴリーとしての利子」のなかの「歴史的」を含意するものではない。経済理論が説明すべき利子現象の把握の違い 

の原因，意味等々の比較考察は，今後の新たな研究テーマといえよう。なお，古代ローマ法の利子率に関しては，西 
本顯(1937)に詳しい。また，スコラの利子学説については，Noonan, T . (1957)を，また禾ij息 （usury) の観念 

については，Nelson, B .ひ949) を参照せよ。

—— 122 ^696)



ボエーム=バヴエルク「第一利子論草稿」（1876)における利用説批判の基本思想 

の主要著作も生まれなかったであろう。そして，第一利子論草稿の段階では，まず，教会法学者の

利子禁止論の克服ないし再吟味が，第一の研究課題であった。
(14)

教会法学者の利子禁止論は，ボュームニバヴエルクの理解によれば， 3つの前提からなり，結論

として，徴利が不正であると主張するものであった。その諸前提とは，（1)利子とは，一時的に移較

された貨幣の使用に対する対価である。 （2)消費貸借では， 目的物（貨幣等々 ）の所有権が廣務者に

移転される。（3)所有権とは，所有者に排他的使用を許す権利である。つまり徴利とは，債務者自身

の物の使用に对して，第三者（債権者）が使用料を徴収することだから，不正である，と教会法学者 
(15)

は主張するのであった。そしてこの主張が論理的に矛盾しないことを，ボューム=バヴエルクは， 

「このことは, . 利子の正当性を明らかに反穀していた。」と述べて是認している。つまり波は，彼 

等の前提（(1)から(3))を是認すれば，明らかに，彼等の利子禁止という結論，とりわけ，徴利の正 

当性批判が成立する，と認めるのであった。

しかしこの論理的には正しい教会法学者の利子禁止論も，歴史的経験的* 実とそぐわなかった。 

ボエ ー ム = バヴエルクは，それを禁止に対する脱法行為という歴史的事実のなかに見出している。 

(第一利子論草稿，p.16 ： C )つまり，貸す側も借りる側もなんら不正の意韓などなく法律を破ってで 

も利子支払の契約が結ばれてきたのである。現実的経験にそぐわぬ教会法学者の利子禁止論を論騒 

するために，ボューム=バヴエルクは，彼等の 3つの前提の吟味を開始する。というのも，これら 

の前提のうちどれかの不S 然さを批判することが，教会法学者の積極的主張を覆すことになるから 

である。

第一の前提の吟味とは，貨幣の使用が貨幣自体から独立して存在するか否か，という「認識論」 
(16)

上の問題に答を与えることであった。ボエーム=バゲエルクは，「否」と判断した。つまり，利子

支払の対象物として，貨幣自体から独立した貨幣の使用を経済上の取引対象物として認識できない

と判断したのである。ただ，この判断は，ボエーム=バヴエルク独自のものでなかった。逆説的で
(17)

ある力;，後世の教会法学者達の判断から継承したのである。そして彼は，この教会法学者による利

注 （1 4 )ここで，教会法学者の利子禁止論そのものの解釈論を展開するのではない。かかる研究は，新/■こなテーマとして後 

日に期するものである。

( 1 5 )「利子とは，ある貨幣額（Geldsumme)の一時的に移転された使用(Gebrauch)に対する対値(Entgelt) であ 

る。消費貸借の概念に従えば，貸付額は，必然的に，債務者の所有に移る。所有権法では，その所有者に，彼の物の 

使用が属する。従って，債務者から利子を要求することは，とりもなおさず，債務者から，すでに債務者自身のもの 

となっている資格に対して，特別の価格を要求することに他ならない。このことは，禾IJ子の正当性を明らかに反驳し 

ていた。」（第一利子論草稿，P .17 : d)

(16) 「認識論」Erkenntnistheorieと無関係でないことをボエーム=バクエルクは，後のメンガーへの書:簡のなかで' 

述ぺている。〔1884年12月29日付け，これもノ、木氏によって再発見され第一利子論草稿の後に掲載されている0) ただ 

当時ボ:n— ム=バゲエルクが念頭においていた「認識論」がいかなるものであったかは，新たな研究課題として他曰 

に期するものである。
( 1 7 )第一利子論草稿では，18世紀の7 ランス人法学者ポティエ（Pothier. Robert Joseph (1699-1772)の半ij断が挙げ 

られている。「歴史と批判」では，ポティエと並んでトーマス. アクイナスの到断がその代表例として論及されてい 

る。（それぞれ第三章と第二章）なお彼等自身のこの判断の由来と目的について吟味する必要があり，これも新たな 

研究課題である。 ， .
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子に関する第一前提の吟味をエンデマンの前掲論文（S. 39)や，クニースの前掲書（S.374) から熟 

知していた。それは，彼による第一利子論草稿での二つめの教会法学者の利子禁止論の要約となっ 

て表れているのである。

「既に，教会法学者達も結論しているように，消費貸借金額の使用は，ある特別な報酬 

(Verguetung)が是認されうるほど特殊に優越したもの（Vorteil)ではない。というのも，貸付 

られた貸幣は，債務者の所有に移行するからだ。それが必然的である理由は，所有における法 

的に刻印されナこその完全処分力から貨幣の使用を分離できないという，貨幣を消費的に用いる 

場合における自然な規定性ゆえである。そして貸付貨幣の使用はその所有権故に債務者に帰属 

していることは全く自明であり，その使用の内になんら特別な利子相当分（Aequivalenz) など 

見いだされない。」（第一利子論草稿，p.2 l:d)

これは，教会法学者の利子禁止論の最終的形態のボエ ー ム=バヴエルクによる紹介であるといえ 

る。というのも，最初に注（15)で引用したそれは，まだ，利子の規定（前提(1))において，深い考察 

がなされていなかったのに対し，ここの教会法学者の禁止論は，はっきりと，貨幣とその使用とが 

分離不可能であると主張しているからである。そしてさらに，ボューム=バヴ:nルタは，次のよう 

に，賛同を示すのであった。

「消費貸借（物）の使用は，その等価（物）として利子が考えられ得るような独立した対象では 

ない，という法学者のテーゼは正しい0」（第一利子論草稿，p.27:'b)

そしてこの賛同は， 8年後の「歴史と批判」の第八章r利用説」でも明確に述べられて\̂ ?|)。ま 

たこの思想が，先に引用した利用説批判の第一テーゼに結実しているのである。しかし注意すベき 

点は，法学者のチ一ゼが，単に貨幣の使用のみならず資本一般の使用なL、し利用にまで拡張されて 

適用されていることである。つまり，第一利子論草稿から「歴史と批判」へ至る間に，同テーゼの 

適用の拡張がなされたのであった。いずれにせよ，利用説批判の基本思想の一部は，すでに，第一 

利子論草稿で確立されていたのである。そして，それは，教会法学者の利子禁止論の諸前提を再吟 

味することから獲得されたのであった。

さて，第一の前提に関して後世の教会法学者と見解の一致を見たボエーム=バヴエルクは，第二 

の前提についても，同様であった。つまり，消費貸借の一つの本性として，目的物の所有権の移転

「三田学会ぜ誌」77卷 5 号ひ984年I 2月）

;主（18) r第一のテーゼは，既決# 項と考えてよいと思われる。それは長いことあらゆる審半IJに付されてきたし私がする 

かわりに決定されてしまっているのだ。根底において問題とされているのは，過去数世紀にわたって教会法学者と貸 

借利子擁護論者との間で論争となったことがらである。教会法学者の主張は，次のようなものであった，即ち，ある 

♦物の所有は，その事物から得られる利用を包含する。従って，消費貸借において財とならんで，その財以外に移転 

される分離した利用など存在しない。" .…教会法学者の評判のない教説も，この部分では，つまり，聽命の余地のあ 

る資本の独立した禾y用は実際に存在しない，と主張する部分ではなおも正しかった。」（r歴史と抵判」第一版SS.260 

-261’ 第二版S-265, 第三版S.267, 第四版S S .196-197)ここでいう第一のテーゼとは，注〔7 ) のことであろ。
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ボ- ーム=バヴエルク「第一利子論草稿」（1876)における利用説批判の基本思想
(19)

が必然的に伴わざるをえないことを彼は，是認しているのである。（同，P .25 )—方，第三の前提に 

関して彼は，はっきりと，反対の論陣を張った。つまり，決して，所有権とは不可侵の権利ではな 

い，というのも，「個人利益にまさる公共の利益が存在するのであって丄場合によっては，「法制
(2の

は，所有を制限できなくてはならない。」からである。 （同，P .19)そして，むしろ所有権の不可侵 

性を是認すろのであれば，逆に，徴利に伴う不公正を是正するために利子禁止が，是認されなくて 

はならない，と考えるのであった。しかし，ボューム=バヴエルクは，所有権の不可侵性を否定す 

ることをもって，教会法学者の利子禁止論を経済学的に論破出来るとは考えていなかった。という 

のも，所有権の不可長性の問題は，純粋に法学上のものであり，所有権自体，経済学的に規定され 

なおされるべきであるからだ。彼がこの点を自覚していたことは，第一利子論草稿で実際にその再 

規定が，「効用給付」（後述）の概念によって行なわれていることから明らかである。

従って，以上3つの前提の吟味は，'直接には，教会法学者の利子禁止論の突破の契機をボエーム 

=バヴエルクに与えなかった。しかし，それが，第二の研究課題として，彼をチュルゴと法学者ポ 

ティュとの論争の吟味に向かわせた点で，間接的契機を与えたといえる。つまり，ボューム=バヴ. 

エルクは，教会法学者の利子禁止論を覆そうと試みたチュルゴの立論を理論的に吟味することで， 

利用説批判の基本思想の一部を形成するとともに，自己の積極理論の緒を得た。この積極理論こそ 

教会法学者の利子禁止論の突破を意味していたのである。

n rチュルゴの貸借利子擁護論の吟味

(21)
教会法学者の利子禁止論に反対し貨幣の利子徴収を擁護したチュルゴの議論を再吟味することか 

ら，ボエーム=バヴエルクは， 2 つの成果を得た。第一に，利用説論者がよく使う「類推論法」を 

発見したことと，第二に，利用説に代る代替学説の誕生へのヒントを獲得したことである。その代 

替学説とは，「消費貸借交換説」と 「時差説」である。

( 1 ) 利用説論者の「類推論法」

利用説論者のr類推論法」とは，土地とか家屋といった耐久物から「類推」して，一度の使用で 

消滅する消耗物（貨幣を含む）にも，利子支払の対象となる「利用」が存在することを主張する論法. 

である。この論法の目的は，上で述べた後世の教会法学者の主張に対する反論にあった。つまり，

注 （1 9 )古代ローマ法のmutuum(消費貸借）自体が，所有IS移転を意味していた。（ガイウス：船田訳（1943)第三卷90 

参照，Noonan, J. T . (1957) p. 40)

( 2 0 )このボエーム=バヴエルクの規範的思想は，その後の著作において問題とされなくなろ。よりr実証的」理論を追 

及する方向をた'どるのであった。

( 2 1 )教会法学者の利子論についてと同じくチュルゴの貸借利子擁護論そのものにつし、ての吟味は，本稿の範囲を逸脱す 

る。それは. 他日の研究に期するものである。 、
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r三田学会辑誌」77卷5号 〔1984年12月）

貨幣に独立した利用が存在しないという教会法学者の主張を否定する目的をもつ論法であった。ボ

エ ー ム = バヴエルクによれば， この論法は，チュルゴの立論のなかで，具体的には， ダイアモンド

と貨幣との類推として見出せる。

「チュルゴは，賃貸しされたダイアモンドの例を出している。賃貸期間の後に尚も相変らず

以前と同じ価値を持つそのダイアモンドが返遺され，そうしてそのダイアモンドの使用から得

られた効用に対する対価として賃貸料（Mietgeld)が支払われる。何故’貨幣の消費貸借の場

合にもまず受領した額と等価でその元本が返済され，その他に，その一時的な使用から得られ

た効用に対してある「使用賃貸借料（Miete)丄つまり ,’ 「利子」が支払われることが，同じく

合法的となりえな、はずがあろうか？」〔第一利子論草稿，P. 22 ： a)

この直後にボューム=バヴエルクは，直接デ一ル版から，チュルゴの理由付けを引用している。

r一方の場合には使用と財とを区別できるが，他方の場合はそれができないということは，本当に

馬鹿げている。」（デ一ル編，128ページ）そして続けて，

「チュルゴは，ここで，気付いてのとおり，敵視する命題に対してある特異な事例を観察し

ている，即ち，彼は，決して敵視する命題を直接論難しようと試みているのではなく，’その反

対を示そうとし，論IE手段'としてあろ類推（Analogie)を役立てている， その類推とは，ダイ

アモンドと貨幣額とのそれ，あるいは使用賃貸借料（M iete)と利子（Zins) との間の類推であ

る。」〔第一利子論草稿，p.22:c)

ここで展開されている問題こそ，ボエーム=バヴエルク力;，最も重要視したものであった。とい

うのも，彼は「独立した利用の存在否定」に賛成する立場上，このチュルゴの類推論法を覆さねば

ならなかったからである。そして，同論法に密輸入されている誤認は，使用と効用と消費貸借の本

質の把握の仕方の中に発見された。.

ボエ ー ム = バヴエルクによれば，ある物の使用によって効用が得られるのは，その物が実体を有

する場合のみである。従って，家屋とか土地は，それがその実体とともに存在し使用可能な限り，

価値評価の対象となりうる。ところが，貸幣を含めた消耗物は，その一度の使用とともにその実体

を喪失する。つまり，価値評値の対象が，その使用とともに喪失してしまうのである。従って，耐

久物が，その実体と使用とを区別できるから消耗物も同様であると類推したところで，価値評価の

本質からは，認め難い類推であろ。つまり，利子支払の理由ないし対象として，貨幣から独立した

利用の存在を認めることはできない。

以上のような価値評価の実体規定を明確に表現するためにボエーム=バヴエルクは，「効用給付
(22)

(Nutzldstungen)」の概念を提出した。同概念は，メンガーのものでもクとースのものでもない。 

第一利子論草稿著述の一年前（18ァ5) に法学博士号を取得した法学徒ボエーム=バヴエルクが，独き

注 〔22) Nutzleistungenの概念は，すでに林治一（1966) p .139で 「用役丄と訳され解説されている。
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に鋳造したものと思われる。というのも，これは，経済学上の用語「効用」と法学上の「給付」と

の結合であるからだ。そして，文字通り，効用（Nuteen)を椅付する（leisten).という意味をもたせ

られた同概念は，実体を伴った物のみが，価値評価の対象（効用）を持つ（給付する）という彼の思想

を反映している。そしてこれは，r権利関係論」（ISSl)でより一層詳細に解説され，「麼史と批判」
. (23)

(1884)の利用説の享で三度解説され，「実誰理論」でも撤回されなかった。限界効用（Grentznutzen)

の概念が，1886年まで提出されなかったことと対照的に，効用給付概念は，第一利子論草稿を特徴

付けると(ともに，初期ボューム=バヴエルクの思想（実物資本概念とか実物利子論等 ）々を理解する上 
(24)

で重要な概念であるといえる。

ボエーム= バヴエルクが，第一利子論草稿著述の段階でこのr類推論法J をクニースの消費貸借 

利用移転説にも見出していたことは，容易に推測可能である。クニースの説は，消費貸借を，貨幣 

.の利用を一定期間移転することと規定し，利子をその対価ないし価格として説日ぶするものである。 

このクニースの説は，彼の r貨幣論」第一版（1873)の第二享「資本の諸利用（Nutzungen) と有償の 

対価を伴った利用の移転」で展開されており（特にS. 7 3 ) ,同書が，第一利子論草稿でどこにも引用 

されていないにもかかわらず，第一利子論草稿の次の筒所の発言が，我々の推測を可,能にしてくれ 

るのである。

「「利用」（Nutzung)という言葉の高度に抽象化された比喻的意味とは，とに力、く，すでに消

費されてしまった財の利用をも許容し包括してしまうのだ。」（第一利子論草稿，P. 31：b)

消費の終った財にもはや利用など見出せないと考えるボューム=バヴエルクだ、、チュルゴを媒介

にして暗黙にクュース批判を本人のゼミナールでくりひろげたのであった。クニースからボューム

=バヴュルクは，利子現象の歴史的必然性の知識を得ると同時に利用説の基本思想をも学んだ。し

かし，後者を継承することはなく，疑念を抱くのであった。そしてそれは，解消することなく 8年

後の r歴史と批判」の第A 章のクニース批判に結実する。その中に，第一利子論草稿と比べた場合,

一つの進歩を見出しうる。それは，「純」（rein)と「粗(総)」(brutto)という形容詞力;，厂禾IJ用」（Nutz-

un g )に付与されたことである。つまり，ボエーム=バヴエルクがその存在を否定する利用とは，

「純利子」の支払対象となりうる「純利用」であって，「粗利用」ではない。むしろ彼は，「粗利用J
' (25)

の存在を認め，上で述べた自分の分析概念「効用給付」と同義であると主張するのである。つまり，

利用説論者が批判されるべき点は，利子現象を説明する際に，資本の純利用を独立した取引対象物

であると想定したことである。そして，彼の批判は，「類推論法」の結論のみならず前提にも適用'

ボエーム=バヴ- ルク「第一利子論草稿」（1876)における利用説批判の基本思想

注 （23) r権利関係論」S. 46ff. r歴史と批判」第一版S.271, 第二版S .2 4 7 ,第三版S.277, 第四版S .2 0 4 .「実証理論」 

第一版S.363, 第二版S .3 6 2 ,第三版S .5 5 2 ,第四版S.411.

( 2 4 )効用給付は，価値の本質を，限界効用は，価値の水準を規定する要因を表す名称であった。従って，「実証理論J 

第一版(1889)以降も，両概念は，同居し続けるのであった。

( 2 5 ) 「歴史と批判」第一版S .2 8 0 ,第二版S. 2 8 5 ,第三版S .2 8 7 ,第四版S.211

127



された。すなわち，消耗財のみならず，耐久財の純利用など独立して観察不可能である。なぜな

ら，耐久財の使用は，あくまでそのr粗利用」の現象であって，そのうちのどの部分が償却費を除

いた「純」賃貸料の等価物（r純利用」）であるかは，判断不可能だからだ。 このようにして，「歴史

と批判」でボ0^— ム=バヴュルクは，クニースを公式に批判するとともに，利用説に特有の「類推
(26)

論法」の前提と結論の不自然さを指摘することで利用説批判を徹底したのである。

(2) r消*貸借交換説」と 「時差説」

チュルゴの「類推論法」とそれに基礎を置くクニースの「消費貸借利用移転説」の代替説として 

ボ- ーム=バヴュルクは，r消費貸借交換説」の立場を採った。 同説は，また，法学の消費貸借規 

定の完全なる改訂をも意味している。あるいは，法学では通用しない，経済学独自の考えかたであ 

るといえる。この点が，法学を無批判的に受け入れて構築されたクニースの説と対照的である。つ 

. まり’ ボエーム=バヴエルクは，消費貸借概念を経済学的に意味のあるものに改訂することが，少 

なくとも利子現象の説明にとって必要であると自覚していたのである。ただし，第一利子論草稿の 

段階では，一歩踏み出したものの，完全にr交換説」に到達しなかった。

第一利子論草稿での消費貸借の概念の規定は，次のようなものである。

「従って，消費貸借とは，現在財のある合計が，同性質の将来財のある合計に対して引き渡 

されること（Hingabe)である。」（第一利子論草稿，p. 32 ： c)

この引用から，ボエーム=バヴエルクが第一利子論草稿の段階では，未だ法学的見地から完全に 

脱しきれていないといえる。というのも，経済学上の「交換」として，規定していないからである。 

この規定が法学に従属していることは' 当時の一般的な「消費貸借」概念の規定と比較するとより 

明らかである。例えば，レーズラー（BWsler)の「信用の本質および消費貸借の信用1 ^^」.では，「消 

費貸借とは’ ローマ法の把握あるいは’ 今日の把握に従うこと，受領したものと同量，同種，同品 

質のものを貸主に返却するという受領者の義務のもとで代替物を引き渡すこと（Hingabe)にその本 

質がある。」（S. 365)という一 般 的 規定が与えられている。この規定とボエーム=バヴエルクの規定 

と力V 「引き渡し」という用語で一致しているのである。

しかしボエーム=バヴエルクは’ 完全に法学に従属しているわけではない。というのも，彼は， 

ここで消費貸借の概念規定をする際，法学に由来する規定要素をすくなくとも二つ駆逐しているか

「三田学会雑誌」77卷 5 号 〔1984年12月）

注 （2 6 )その後，クニースの反批判がr貨幣論」の第二版で展開され，それに答える形でボエーム-バヴエルクが「実証理 

論」の第5部第二章「資本利子の源泉」の「第一の場合: 消費貸借と消費貸借利子」で反反担:判を展開した。その 

経緯については，別稿を必要とする。

(27) レーズラーのこの論文は，クニ一スによって引用されている。（（1 8 7 3 )S .7 4 )従って，ボエーム=バグエルクが十 

分に知りえていたと推測可能である。

( 2 8 )この規定は，今日の民法債権論の消費貸借概念規定とほぼ完全に一致する。（民法587条）
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ボニーム=バ ヴ ル ク 「第一利子論草稿J C1876)における利用説批判の基本思想
(29)

らである。 その第一は，「代替物」という法学の概念が駆逐され，それにかわって，「現在財」と

「将来財」，という経済学上の術語に置き換えられている。第二に，法学の消費貸借の概念規定にお

ける「無利息」規定も，駆逐されているのである。 なぜなら，法学においては，「同種,同量の代

替物」 の引き渡しとして規定されている一方，ボエーム=バヴエルクは，r現在財のある合計が，

同性質の将来財のある合計」に対して引き渡されることと規定するからである。つまり，彼は，消

費貸借で引き渡される物と返遺される物とが同量である必要性を認めないのである。

この最後の「無利息」規定の駆逐は，彼が，消費貸借交換説へあと一歩のところまでたどり着い

ていたことを示している。というのも，現在財の任意の量と将来財の任意の量とが等価となり得る

のであって，決して，それらの同量同士が，等価となるのではない。そしてそれは，あを現在財と

それと別のま類の現在財とがそうでないのと同様であると彼が認識していたと理解されるからだ。

にもかかわらず，彼が「交換」として消費貸借を規定し得なかったのは，なぜか？

その理由は，法学にr貸借」とならんで「交換」という取引形態が力チゴリ一としてあったから

だと考えられる。つまり，法学上の「交換」というカテゴリーは，文字通りある時点で当事者双方

力:，同時に物を実際に引き渡し合うことによって成立する取引形態を意味する。この意味が，経済

学上の「交換」というカテゴリーより狭いことは，明白である。というのも，経済学上の「交換i-j

は，必ずしも, 交換相手および時点が特定されなくてもよいからだ。つまり，例えぱ，ある財の市

場で，多数の売手と買手の需給が均衡し取引が成立した場合，これらの売手と買手が「交換」を行

なったと経済学は，考えるのである。この思考法が，法学上の「交換」以外のものを抽象化してい

ることは，明らかであろう。このような思考に法学畑出身のボエーム=バヴエルクは，第一利子論

草稿の段階では，到達していなかったのである。つまり，彼は，この経済学の「交換」という力テ

ゴリ一の抽象化についての認識に完全に到達していなかった。そのために，第一利子論草稿では',.

消費貸借を規定する際，法学的な用語「引き渡し」という規定に留まったのである。そして，爛费
(30)

貸借交換説の完成は, 「歴史と批判」でなされた。また「実証理論」でも繰り返されている。

「時差説」へのヒントもチュルゴの利子学説を再吟味することから得た。つま’り第一利子論草稿

注 （29) r代替物（vertretbare D inge)Jとは, 今世紀の近代経済学の連関財のそれと全く異なる。というのも，それは， 

法学上の用語であって，貨幣と力、，小麦と力、，ワインと力、，タバコとかを意味し，数量（重量，長短等々）自体が取 

引上問題と'される財をさすからである。 （ANi論の教科» ) つまり，近代経済学におけるように異なる性質の別なる 

財との代替性を表現するために名付けられたのではなく，同じ性質を持つものが，多数存在ししかも，人間の経济 

生活上，特定すること力*、，重要性を持たないような物を代替物と呼ぶのである。

(3の f歴史と批判」（第一版S.308第二版SS.313-4.第三版SS. 315-6,第四版S.232)「実|E理論」（第一版S.300 

第二版S.299,第三版SS. 486-7,第四版SS. 362-3)尚，高木暢哉氏は，「利子学説史」で，消費貸借交換説を批判 

している。（P.41, P.285等々）しかし，その論拠は，不明確である。

( 3 1 )チュルゴを先行者とする発言は，r歴史と批利」の脚注にも見出される。（第一版S. 308,第二版S. 31も 第三版

S.316,第四版S.232)尚，この脚注には，第二版(1900)でジョン. レーが，第三版(1914) でジェレミ--- --

サムが加えられた。それぞれメンガーとカッセルからの影響である。
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でチュルゴは，批判されていると同時に評値されているのである。

チュルゴの思想のうちボューム=バヴエルクが評価するのは，時間が財価値評価に及ぽす影響に 

ついての思想であった。その筒所を彼は，デ一ル編集のチュルゴのr覚唐」から直接引用している。

「利付き貸付という商行為においては，人々は，後の時点でより多くの貨幣を受け取るため 

(それより）少ない貨幣を与えるのだ。というのも時間の相違は，空間の相違と同様に，貨翁 

の価値に現実の相違をもたらすからである。（p .l22 ,デ一ル編)J (第一利子論草稿，p. 31：c)

このチュルゴの思想をボエームニバヴ= ルタは，第一利子論草稿で，無限に近い年々歲々の収入 

をもたらしうる土地と，「20年ないし30^ の収入に对応する貸幣額とを交換させるものはいっすこい 

何か？ (P. 28： c )という問題の解決に応用している。 まず， r異なる時点において我々の欲望の 

満足にとって支配可能な財が，……他の事情にして等しい服り，異なる価値を持つJ (p. 29 : a) と 

一般化した後，

「この現象（訳注：土地と貨幣との交換現象）はその源泉を次の事実から引きだす，即ち，我々  

はある現在欲望の満足を，同様に重要なある将来欲望の同様に集約的（intensiv) な満足の後保 

よりも，より高く評値（rechnen)するという享実と，また，更に言うと，我々 力’s 時間的に近 

い欲望の満足の確保を，同に重要ではあるが時間的により離れている欲望の同様に集約的な 

満足の確保よりも，高く評価(Achten)するという事実からである。」（第一利子論草稿，P. 29 ： b) 

このようにr時差説」は，決してボS — ム》バヴ= ルクの独創ではなかっすこ。 と同時に，ここで 

メンガーに言及がなされていない点に注意すべきであろう。というのも，このことは，ポ0：—ム■= 

バヴュルクによる時間および時差の重要性の認識が，メンガーの「原理」に啓発されて獲得された 

ものではないということを直接に示しているからである。ただメンガーから全く独立に導出された 

と主張することは，誤りである。なぜなら，時差説へつながるチュルゴの思想を支持するに際し， 

基礎となった思想は，主観価値学説であったからである。 いうまでもなく，それは， メンガーの 

「原理」から継承したものであった。第一利子論草稿では，メンガーのこの著作は，生産物の予想 

価値が生産手段の値値を規定する， という命題の典拠として，引用されているにすぎない。（同， 

p .3 2 :e )しかし，この命題が，労働価値説ではなく，メンガー流の主ま価値論と整合的であること 

から，ボX — ム=バヴエルク力*\すでに，第一利子論草稿で，価値論として後者を支持していたと 

いえろ。従って，メンガーは，時差説導出にとってもっとも基礎となる価値論をボ:n — ム=バヴエ 

ルクに提供したという意味で，重要な役割を果したといわねぱならない。そして，ボューム=バヴ 

ルタは，主観価値論を支持したからこそ，チュルゴによって主張された「時間が財価値評価に及 

ぽす影響」についての視点を受け入れることができたのである。

「三田学会雑誌J  77卷 5 号 （I 984年I 2月）
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' IV メンガーに対する疑念

しかしながら，主観値値論に関してメンガーに賛同したポ= ーム=バヴ:nルクも，財論と資本利

子論については，彼の把握に対し疑念を抱くのであった。その疑念は，具体的には，ボ —ム=バ
(32)

ヴェルクーメンガー論争の「準備期」の最初を画する1871年に公刊されたr国民経済学原理」での

メンガーのr資本の生産性」把握に对するものであった。価値論における革命性のみが，メンガー

の 「原理」を特徵付けるのではない。その資本利子論，とりわけr資本の生産性」の把握こそ，い

わゆる「オーストリア」学派の資本利子論を語る際に欠かすことのできない要素であった。

メンガーは，r原理J の第3章 価 値 の理 論 第 3節高次財の個値を規制する諸法則（S.123ff.)

で，「資本の生産性」を次のように把握している。

r我々は，経済学の最も重要な真理の一つ，即ち，r資本の生産性」の命題に到達する。し

かしこの命題は，経済財数量を（比較的遠い将来のためにすでにこれに先立つ時間において（支E す

ること），従って）一定期間内において支配することが，ただそれだけで人間の自由にし得る享

楽手段の増加に何物かを寄与し得るかのように理解されてはならぬ。むしろこの命題は，我々

の資本利用‘(Capitalnutzungen)の支配量が，その需求（Bedarf) より小なるところではどこにお

.いても，一定期間内における経済財数量の支配が，経済主体にとって欲望をよりよくかつより

完全に満足する一手段であり，従って，一つの財，しかも経済財である，との意味を持つにす
(33)

ぎない0」（r原理J SS.131-132 ：邦訳P.128)

この引用からわかるメンガーの主張は，（イ）「資本め生産性」の命題は，経済学上最も重要な真理 

であること，（ロ〉r資本の生産性」の命題とは，「資本」即ち，「高次経済財」を一定期間支配するこ 

と自体が，享楽手段（生産物）の増加に寄与すると主張する命題ではない，（/》r資本の生産性」の命 

題の意味は「一定期間内におけろ経済財数量の支配，あるいは，資本利用の支配それ自体が，経済 

財である」ということである，という3 点に要約できよう。

資本の生産性を，資本利用が，資本村から独立したr経済財」として取り引きされる現象と把握 

するメンガーの考え方に対して，ボ- ーム》バヴ:Cルタは，疑念を抱くのである。第一利子論草

ポ= ーム=バヴ= ルク「第一利子論草稿J (1876)における利用説批判の基本思想

S 注 （3 2 )彼等の論争は，便宜的にr準備期」（187レ1884), r応酬期」(1884-1914), r葛藤期J (1914-1921)と区分しうる。

1884年は， r歴史と批判J の公刊された年であり，1914年と1921年は，それぞれ，ポ: ーム■バヴ：ルクとメンガー

のS 年である。

( 3 3 )かゥてこのを引用し，メンガーの利子論として紹介する論文が三田学会誌上で発表された。1971年の故遊部久 

蔵赛asによるr メンガー財論の基本問題J の41ページにおいてである。この部分をメンガーの利子論として紹介する 

限.りにおいて全く異論の余地のないところであるが，残念なことに，その表題も示している通り，このメンガーの利 

子論と経済財概念が，オーストりァ学派の資本利子論においていかなる位g 付•けをもつか，について敦じられること 

はなかった。つまり，ボェ~ ム■バゲェルクとの論争という前後関係のな力、でのメンガーの利子論と経済財概念の位 

置付けは，問題とされなかったのである。
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稿が著述される1876年までに，つまり，メンガーのr原理」公刊の5 年以内に，それが，ボ — ム 

= バヴエルクによって抱かれた。これは，以下の推論から主張される。

まず，上に引用したメンガーの「原理」の r資本の生産性」と題する部分を，ボ:n —ム=バヴエ 

ルクが，第一利子論草稿著述以前に目を通した，と推測される。これは，第一利子論草稿からただ 

ちに明らかな命題ではない。というのも，メンガーの「原理」のこの部分についての言及が，存在 

しないためである。つまり，ボエーム= バヴエルクは，第一利子論草稿で，資本の生産性の問題に 

関連して，チュルゴの貨幣の収果性の説明に対する批判を展開しているに過ぎない。にもかかわら 

ず，この命題に確誰を与えてくれる享実が，第一利子論草稿にニつ存在するのである。

第一の享実は， ボエーム=バヴエルクが，すでに同草稿で，「資本の生産性」の問題を解き明か 

さなくてはならない，という問題設定をしていることである。それは，チュルゴによる貨幣の収果 

性つまり，土地と交換されるがゆえに貨幣は，収果的である，という論IEに対して，ボ;Cーム=バ 

ヴエルクが批判を加える際（第一利子論草稿，pp. 27-28)に，表明されている。彼は，資本の生産性 

を認識させてくれる現象，例えば，土地と貨幣との交換現象自体，r最も高い程度で説明を要する 

ものである」 と述べることではっきりと， r資本の生産性」を認識するのみならず説明しなくては 

ならないと考えていたのである。

第二の享実とは，すでに述べたように，ボエーム=バヴエルク力’> , メンガーの「原理」を実際に， 

同草稿で引用していることである。そして，それは，メンガーの「資本の生産性」把握を批判する 

ためではなく，むしろ，メンガーから継承する価値学説の典拠を示すために，引用されているので 

あった。しかし，それが，たとえ「資本の生産性」把握とは別に;̂ 承すべき学説の典拠として引用 

されているにすぎなかったとしても，ボエーム=バヴエルク力;，メンガーのr原理」をよく知って 

いたことの十分な証左である。また，すでに学説史上の既知となっている第三者のSE言を逆に裏付 

けているともいえよう。

以上の二つの享実から「資本の生産性」という現象自体説明されなければならぬという問題意識 

を持っていたボ= ーム=バヴエルク力;，その出版と同時に研究对象としていたメンガーの「原理」 

におけるr資本の生産性」の筒所に，目を通していたという推測が，肯定されよう。

そして次に，メンガーの「資本の生産性」についての把握を知っていたにもかかわらず，ボユー 

ム=バヴエルクは，彼の把握に従わなかった，ゆえに，ボ —ム=バヴエルクは， メンガーに対す 

る疑念を，すでに第一利子論草稿の著述の段階で抱いていた，と推論されるのである。彼がメンガ 

一に従わなかった誕拠は，彼がメンガーの把握と対立する考えを提出している* 実に求められる。

「時間に比例して減価された生産手段の価値が，生産によって現在欲望を満足させる完成生産 

物の完全な価値にまで上昇させられるのだが，その上昇は，資本の生産性と呼ばれてきた現象，

「三田学会雑誌」77巻 5 号 （1984年I2月）

注 〔3 4 )ヴィ一ザ一=ハイエクの誕言，安田訳（1929) pp .7-8や，林治一（1966) p .2 2を参照せよ,
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っまり，資本それ自体みずから実現する資本の価値増殖（Wertzeugung)の現象の源である。」 
(35)

(第一利子論草稿，p.34:b)

このように，ボエーム》バヴ= ルクは，メンガーの把握のしかたに，従わなかった。つまり， メ 

ンガーは，資本利用が，資本から独立して経済対象として取引される現象として，資本の生産性を 

把握したが，一方のボ= ーム=バヴエルクは，価値増殖の現象として把握しているのである。いい 

かえるならば，メンガー力;,-財論の問題として資本の生産性を把握したが，ボ:n — ム=バゲエルク 

は，価値論の問題として把握したのである。この把握が社会主義的経済学者達の把握にっながるこ 

とは，いうまでもない。

さらに，このメンガーに対立した見解を提示しているのみならず，積極的に彼に対する疑念をボ 

エ ー ム= バゲ-ルクが抱いていたという推測を裏付ける註拠は，第一利子論草稿で，一度も 「経済 

財」の概念が使用されていないこと，また，その回避とみられる発言も存在することである。前者 

は，第一利子論草稿の通読から容易に確認出来る一方, 後者は，ボ :Cーム=バ ヴ ルクが，財の価 

値評値に影響を及ぼす要因を3 っ列挙するさいに，はっきりと

「需求と支配可能量との間の量関係を度外視すると」（第一利子論草稿，P. 29 ： c)

と述べていることから確認できるのである。つまり，メンガーによれぱ，需求さ支配可能量とい 

う量関係にある財が経済財であった。その関係を無視して，ポエーム=バヴエルクは，財の価値に 

影響する要因を扱っているのである。このこと力；，特殊な意味をもつことは，次の対照的ぎ実と比 

ぺることによって，いっそう理解しやすくなろう，即ち，'ボエーム=バヴエルクともにクニースの 

もとに留学したヴィ一ザ一CWieser, Friedrich Freiherr von (ISSレ1926 )) 'は，そこでメンガー表 

に言及してメンガー理論を絕介し応用した「価値に対する費用の関係について」 と題する論文を提 

出しそのなかで r経済財」の概念を自由に駆使しているという享実である。

ボ エ ー ム= バヴエルク力;， メンガーの「経済財」概念との係わりを回避している技術的な理由の 

一つとして，議論の単純化が考えられる。しかし，それ以上に重要な理由は，ニつ考えられる。ま 

ず第一に，メンガーのr経済財」の概念の外延が，資本利用という無体物をも含むという意味で不 

明確であることを，ボ:n —ム=バヴ:n ルクが認識していたことである。これは，第一利子論草稿で， 

「利用（Nuteimg)」という言葉がrすでに消費されてしまった財の利用をも許容し包括してしまう」 

として批判することにも読み取れるし，また，利用説批判が，最も早く成立したこととも一致する 

のである。つまり，価値評価の実体規定に基付いて無体物が価値評価の対象物とはなりえないと判 

断するボエーム=バヴエルクの思想が，メンガーの広すぎるr経済財」概念に対する疑念となって 

表明されているのである。

第二の理由は，メンガーとボューム=バヴエルクとのr資本の生産性」に関する立場の相違から

ポ — ム=バヴュルク「第一利子論草稿」（1876)における利用説批判の基本思想

注 （35) A 木氏は，この筒所を興味深いものとして引用招介している。Introduction P .7.
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「権利関係論J SS. 91-2脚注。

「権利関係論J S .121.

A木他訳（1982)の 「編者による案内」を参照。
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来るものである。すなわち，メンガーがr資本の生産性」という問題に对し，資本利用という「経

済財」が存在すると想定することで，実際に存在する有体財の価値決宾と同じく，「稀少性J 原理

を適用し，自分自身の確立した基本的一般原理と矛盾することのない解決を国った反面，ボエーム

=バゲユルクは，資本の生産性を，資本利用というような無体物の稀少性から生ずる値値現象とし

てではなく，消費貸借ないし生産に時差が本質的に存在するために生ずろ価値そのものの増加現象

として把握したために，稀少性と直結する「経済性」概念の使用を回避したのである。言いかえろ

ならぱ，メンガーは，利子現象ないしr資本の生産性」の問題をr経済財」の概念によって，稀少

性と結び付けて他の値値現象を説明するのと同じ原理で統一的に解決しようとしたのに对し，ボエ

ー ム = バヴユ ル ク は ， 「資本の生産性」をメンガーのように把握しなかったために，r経済財」概念

と係わることを回避したのである。 '

5 年後の教授資格請求論文r権利関係論」でも，この.疑念は，解消されなかった。ポエ•^ム=バ

ヴ:Cルクは，そこで表向きはメンガーの財性質論を絶讚し継承する一方，暗黙裏にメンガー批半!!を 
(36)

述べている。 同時に批判点を「資本利用」から r資産権（Vermoegensrecht)」ないし「関係」に拡
(37)

張して，それらの財性質を否定し，「経済財」概念を「純化する」ことを，その主張チーマに選ん

だ。この準備の後，「歴史と批判」（1884) の第A 享 r利用説J の後半で公式にメンガー批判を展開

するのであった。そしてこの公式批判は，私的往復* 簡による論♦ を誘発し，メンガーのr資本理

論のために」‘（I888) , ボユーム=バヴ- ルクのr歴史と批半!！」第二版（igoののメンガー批判の増補

を もたらすことになる（SS. 315-319)0ボエーム==バヴエルクの死 （1914)後も， メンガーは，その

追悼論文（191S)の唯一の注で，ボューム=バゲエルクの思想に対し，反論を試みている。また，彼

の 「原理」改訂の一'̂ ^の大きなチーマが，ボユーム=バヴ= ルクによる利用説批判にいかに答える
(38)

かであったことは，改訂版の編者である息子のメンガーの証言から明らかである。

以上の論争のより詳しい研究報告は，新たな別の論文を必要とするであろう。.と同時に第一利子 

論草稿におけるボューム=バヴユルクとメンガーの对立点の経済学史上および理論上の評価も，論 

争の全体像を提示できるまで差し控えることが望ましい。というのも本稿で示された対立はあくま 

で論争の準備期の一面にすぎないからであろ。従って，本稿では，第一利子論草稿における疑念の 

存在という事実の指摘にとどまらざるを得ない。

V 第一利子論草稿の限界

すでに述ぺたように，消費貸借交換説を完全な形で唱えることができなかったことと並んで,利

r三田学会雑誌」77卷5 号 （1984年12月:)

注 （36) 
〔37) 

(38)
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子の源泉，正当性の根拠を消費貸借の経済的本性に求めている点に第一利子論草稿の限界の一つが 

現われている（同，p.32:b)。

この後者の限界は, 特に8 年後のr歴史と批半I J Jとの比較において語ることの出来るものである。 

いいかえると，第一利子論草稿とr歷史と批半IJ」との間の消費貸借の扱い方の相違の中に，ボ:n — 

ム》バヴルタの資本利子論における認識上の進歩を見出せるのである。それは，具体的には，両 

著作におけるチュルゴの「貨幣の貸付に関する覚書（M6moire surles prgts d'argent)Jの扱い方の 

相違に端的に現れている。

第一利子論草稿では，同著は，チュルゴの利子思想を第一に示すものとして，全面的に引用され

批判および評価の対象とされているのに対し，「歴史と批判」の第四章「チュルゴの収果説_1では，

一筒所も引用されなかった。その理由は，消費貧借の経済的本性に利子現象の原因を求めなけれぱ

ならないという第一利子論草稿の考えを，r歴史と批判」で変更したからであろ。というのも，そこ

ではっきりボエーム=バヴエルクは，このチュルゴの「貨幣の貸付に関する覚S J を 「ただ消費貸

借利子の問題をのみ扱っている」と論評し，一方，r彼のより包括的な利子論は，彼の主著である

「富の形成と分配に関する諸考察（Rぱexions sur la formation et la distribution des richesses)」で
(39)

展開されて」いるとして，もっぱら，後者から引用し論評しているからである。

ボニーム：バヴエルクのい う 「包括的な利子論」‘という捉え方 も，完全には，第一利子論草稿に 

見出されない。そして. それは，「歴史と批判」で r資本利子論（Kapitalzinstheorien)Jと命名され 

るに至る。彼は，「歴史と批判」の第一章r資本利子の問題」で，「資本利子（Kapitalzins)Jという 

一見日常的な言回しに, 彼の体系における術語の役割を担わすべく規定を与えた。それは，貨幣の 

みならず，耐久財の貸借から生じる賃貸料（用益貧貸借利子と使用賞貸借利子）をも包括する概念とし 

て規定された。しかも，消費貸借利子は「資本利子」の一分岐とされた。つまり,第一利子論草稿 

での扱いと全く反対に，それは，従属的な地位に押しやられてしまった。それは，同享の後半の 

「いくつかの基本概念の暫定的説明」に従って要約された次の表から明らかであろ。

— 本源的資本利子(ursprUnfjlicher Kapitalzins)

資本利子

貸借利子(Leihzi'ns) 

あるいは，約定利子

使用賃貸借利子(Mietzins) 

用益賞貸借利子(Pachtzins)

消費貸借利子(Darlehenszins)

あるいは金利，利息

注 （39) r歴史と批判」（第一版S .7 3 ,第二版S .7 3 ,第三版S.7も第四版S.54)

( 4 0 )「歴史と批判」(第’ 版 S.8ff.,第二版S.8ff.,第^  第四版S.6ff.)
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この分類から，消費貸借利子にかわって最終的に説明されろ必要のある資本利子の分岐として， 
r* _  (4 り
「本源的資本利子」が 「歴史と批判」で初めて提示された。つまり，同概念は，第一利子論草稿の 

どこにも見出すことはできない。従って，確かに，第一利子論草稿の限界とは，「本源的資本利子J 

概念の欠如である，といってさしつかえない。

しかしながら，本源的資本利子の概念の基本思想は，第一利子論草稿の本論で，完全な結論の形 

にまでまとまらなかったものの，素ネトな形で展開されていることに，注意しなければならない。な 

ぜなら，すでに述べたように，ボューム=バヴエルクが貨幣の収果性ないし「資本の生産性」を究 

極的に説明しなければならないと主張する時，8年後に提出することになる「本源的資本利子」の 

内容を素朴な形で念頭に置いていたとし、えるからだ。第一利子論草稿では，説明されるぺきものと 

してr資本の生産性」が挙げられたのであるが， r歴史と批判」では，それが「本源的資本利子」 

という表現を与えられ，さらに「実証理論」で時間的構造をもつ生産過程と結び付けた厳密な説明 

の試みがなされるに至るのである。

V I 結 語

このように，第一利子論草稿は，経済学を志した法学徒ボューム=バゲ-ルクが，法学の「消費 

貸借」の無利息の規定を駆遂し， r消費貸借交換説」へ一歩近づくと同時に， メンガーの「国民経 

済学原理」の主観価値論に基付いて，自らの利子学説，時差説のヒントを獲得した重要な草稿であ 

ると.同時に，8年後のr匿史と批判」の第八享r利用説J で公式に展開される批判の基本思想の獲得 

を示すものであった。これらの成果は，教会法学者の利子禁止論とチュルゴの貸借利子抵護論の再 

吟味から得られたのである。さらに，r効用給付」の概念に表明された価値評価の実体規定という自 

らの認識論に従って，クニースとメンガーに対する疑念をも暗黙のうちに，表明している草稿でも 

あった。ボニーム=バヴエルクは，r歴史と批判」で，利用説以外にも，生産性説，制愁説，労働説,

注 （4 1 )「本源的資本利子」とは，ボューム=バヴェルクによって無造された術語であり，文字通り源泉（Ursprung) とな 

る資本利子という意味を持たされている。そもそもr本源的資本利子」とは, 次のように規定される。即ち，

「資本を生産に投下する人にとって. その資本の効用〔Nutzen)はつまるところ次の中に現れろ。即ち，その 

資本の助けをかりて製造された生産物の総体は，その生産で消費された費用財の総体よりも，高い価値を有する 

ことに現れる。その価値余剰は，資本利得あろいは，我々が名付けたい名前としては，本源的資本利子を構成す 

る。」（「歴史と批判」第一版S .8 .第二版SS.8-9,第三版SS.8-9,第四版S.6)

この概念が，近代経済学でいうところの利潤であることは明らかであろう。.そして，この本源的資本利子は，W. 

スマ一トによって，「自然利子（Natural Interest)」と英訳されイギリスおよびアメリカに伝えられた。しかし「自 

然」という形容詞が経済学において持つ意味は，少なくとも，「それ自体が説明'されなければならぬ」というものでは 

ない。ところ力S 「本源的資本利子」は，ボューム=バゲェルクの資本利子論で，それ自体説明されねばならぬ，換 

言すると，その説明がとりもなおさず，あらゆる利子現象〔使用賃貸借利子，用役賃貸借利子，消費貸借利子等）の 

説明につながるものとして，設定されているのであろ。この点から，ゼーンホルツとハンケの最近の英訳（1959年） 

術語「本源的利子（Originary Interest)」がより望ましいのではないかと思われる。
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掉取説，等々を批判している。そのうち最も早く完成したものが，利用説批判であった，というこ 

と力' : , 第一利子論草稿によって裏付けられたのである。ボェーム=バヴェルクの学説を内在的に研 

究するものにとって，一つの大きな収獲であったといえる。一方，メンガーの「経済財」と 「資本 

の生産性」の把握に対するボューム=バヴルクの疑念が，第一利子論草稿の著述という早い段階 

で確認できたことは，一内在的研究者の與味を越えて，学派別の通史を著述する者にとっても，十 

分傾聴に値する結果が得られたと判断されよう。というのも，従来，初期のボ;n —ム=バヴェルク 

は，メシガーの財論と価値論の従属的継承者として位置付けられてきたからである。つまり，シュ
(42)

トライスラーによって代表されるように，オーストリア学派は，その形成期においてなんらの亀裂 

もなかった統一体として理解されてきたのであった。しかしながら，少なくとも，資本利子現象の 

把握と説明のしかたにおいて，ボェーム=バヴェルクとメンガーとの間には， r国民経済学原理」

の公刊（1870以来同調しうる余地はなく，以後，メンガーは，この認識論上の把握の相違に悩み続 

けるのであった。そして，ボューム=バヴェルクが係わった数ある論争のなかでも最も長い論争の 

始まりでもあった。 .

理論家の考察すべき問題も派生した。それは，権利という無体物が，はたして，経済財と認めら 

れうるか否か，という問題である。より現代の状況に照らして具体的に限定するならば，「著作権」 

は，効用関数ないし生産関数の独立変数たりえるか，という問題である。この問を肯定する場合も 

否定する場合も，ともに，その根拠を示すことが，経済理論家の義務である。ボェーム=バヴェル 

クは，第一利子論草稿の著述から一貫して否定の見解を採り続けた。その根拠は，それが，人間の 

欲望の満足に直接役立つものでないし，また，物的に消耗されないという意味で生産に直接役立つ 

ものではないということであった。ただしこの態度決定は，現実的に現象し成立しているr著作I t  

使用料」の本質と水準を経済学的に説明したことにはならない。そして，ボュームニバヴェルクは， 

r実IE理論」で r物財（Sachgiiter)の生産」に議論を限定することでこの問題を蠻保した。つまり， 

1876年の問題は，未解決のままに残されているのである。
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